
議事① 

 

議第 1号 

 

美濃加茂市地域公共交通活性化協議会傍聴規程の制定について 

 

〇概要 

 美濃加茂市地域公共交通活性化協議会規約第 8条第 4項の公開に関する指針に基

づき、「美濃加茂市公共交通活性化協議会傍聴規程」を定め、この規程により、傍聴

に関する必要な事項を明確にし、協議会の透明性と市民参加の促進を図ります。 

 

 以下の内容を含む規程の制定を提案いたします。 

1. 傍聴希望者の受付方法 

2. 傍聴席の設置及び定員 

3. 傍聴人の守るべきルール 

 

〇施行日 

本規程の施行日は、承認された場合は本日とします。 

 

〇参考（美濃加茂市地域公共交通活性化協議会規約第 8条第 4項） 

（会議）第 8条 

4 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することにより、

公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合は、会議に諮って、公開

しないことができる。 

 

〇規程案 

資料 1-1…美濃加茂市地域公共交通活性化協議会傍聴規程（案） 

 資料 1-2…傍聴申込書（案） 


